
令和 3 年 9 月 12 日 

お客様各位 

まん延防止等重点措置解除を受けて 

 

 日頃より塩山カントリー俱楽部にご来場頂きまして誠にありがとうございます。 

 

9 月 13 日に「まん延防止等重点措置」解除を受け以下の点を変更させて頂きます。 

 

・レストラン・各売店にてアルコール類の販売を再開 

・１．５ラウンドの受付再開 

 

※引き続き感染予防対策にご協力頂きますようお願い申し上げます。 

 

塩山カントリー俱楽部 


